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はじめに

1945年 10月 24日、サンフランシスコにおいて 50ヶ国が Charter（憲章）

に署名し、「平和・安全維持」「平等な人権・基本的自由の尊重」「経済的・社

会的・文化的協力」を目的とした国際連合（The United Nations：以後「UN」）

が発足した（UN, n.d. b :web）。

UNの創設初期の頃は、第二次世界大戦処理から生まれた朝鮮戦争、その

後の東西冷戦という時代背景もあり、国家中心主義による紛争や戦争に対す

る仲介や軍事介入などの問題への対応が主であった。そして、1989年のベル

リンの壁崩壊を象徴とした東西冷戦終結以降、「人権」「格差」「地球環境と

食料危機」「疾病」などの社会課題の対応へと拡がった。2000年には、今後

の社会課題の解決を目的として「ミレニアム宣言」（UN, 2000）を行い、「ミ

レニアム開発目標（Millennium Development Goals：以後「MDGs」）」を定め

た（UNDP, n.d. a :web ; UNDP, 2017 :web）。さらに、UN設立 70年後の 2015

年 3月、MDGsを拡大させた「持続可能な開発目標（Sustainable Development 

Goals：以後「SDGs」）」を定めた（UNDP, n.d. b :web）。この様に UNは、社

会（国際）秩序を目的としたグローバルなガバナンスの頂点、また、その中
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心を担う組織として国際社会に認知されている。

この東西冷戦以降の 1993年 10月の第 48回 UN総会の議題（以後「アジェ

ンダ」）「スポーツを通じた平和でより良い世界の構築」にスポーツが明記さ

れたように、UNはスポーツに着目し始めた。その後の MDGs、その発展的

再設定としての SDGsにおいてもスポーツが明記された。そして、この中心

的アクターが、1894年にフランスのクーベルタン男爵の呼びかけによって、

「オリンピックの理想」にもとづいて創設された国際オリンピック委員会

（International Olympic Committee、以後「IOC」）である。今夏の東京オリン

ピック（2021）からもわかるように、現在の IOCは、スポーツに関するグ

ローバルなガバナンスの頂点、また、その中心を担う組織の一つとして国際

社会に認知されている。

これらの、グローバルなガバナンスを目的とする UNとスポーツに関する

グローバルなガバナンスを目的とする IOCは、表面的にはパートナーシップ

関係を構築しながらも、両者は、スポーツをめぐるガバナンスにおいて、し

たたかな駆け引きをみせている。

本稿の目的は、UNと IOCによって構築される「スポーツ空間」をめぐる

闘争をたどりながら、「スポーツをめぐるガバナンス」の再解釈に向けた論

点の整理を試みるものである。さて、本稿が用いる「スポーツ空間

（Sportscape）」という言葉であるが、ひとまず、これを UNならびに UN傘

下の国際機関（機構）（以後「UN機関」）、IOCによって構築される「スポー

ツを媒介として構成される社会的な意味空間」としておきたい。

スポーツ空間の構築をめぐって、UN、UN機関、IOCとの間で、意見がぶ

つかり合うような具体的な闘争や論争が生じているわけではない。しかし、

UNや IOCがそれぞれの目的や利害をスポーツ空間の構築にいかにして反映

させ、お互いを牽制しあう様相が、それぞれの公式文書の端々に見え隠れし

ている。この点をふまえて、本稿では UN、UN機関、IOCの公式文書等を紐

解きながら、そこに示されたスポーツ空間をめぐる「表象闘争」に着目し、
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その分析を試みる。

なお、本稿が試みる「スポーツ空間」をめぐる闘争の分析は、たとえば

「コーポレートガバナンス」という概念を援用してスポーツ組織の構造や機

能等の形態を論じる従来の「スポーツガバナンス論」とは一線を画し、「ス

ポーツをめぐるガバナンスとはなにか」という中心的な命題へと至るオルタ

ナティブな視座を獲得する試みでもある。それでは、以下で論点の整理のた

めの考察を試みていきたい。

第 1章　  国際機関にみられるスポーツ空間の創出と拡大 
―東西連戦終結前までの国際機関におけるスポーツ空間―

本章では、UNや UN機関にみられる「スポーツ空間」の系譜をたどりな

がら、UNや UN機関と IOCによる「スポーツ空間」をアリーナとした表象

闘争の考察を試みる。なかでも、本章は、第 1次世界大戦から東西冷戦終結

前までの国際機関―たとえば、ILO、IOC、UNESCO、UN―におけるスポー

ツ空間の創出に着目して議論を進めたい。

1－1．第 1次世界大戦後の ILOによるスポーツ空間の創生

グローバルなガバナンスを担う国際組織と国際スポーツ統括組織の関係

性の始まりは、第 1次世界大戦終結後の 1919年にベルサイユ条約（Treaty of 

Versilles）の一部として設立された国際労働機関（以後「ILO」）1）と IOCの

間における、1922年の先見的な協力同意である。その後の 1924年の第 6回

ILO総会にて、IOC会長であったクーベルタンの支援を受け、「労働者の余

暇」の問題が議論された（Di Cola, 2006 :1）。以下がその勧告である。

「余暇時間の利用に関する勧告（1924;No.21）」

第 4項「余暇時間活用のための制度」2（b）
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「現代の産業界で働く若い労働者が、節度ある自発性と競争心によって、

そのエネルギーを自由に発揮できるゲームやスポーツを通じて、健康と

体力強化を行う制度の開発」（ILO, n.d. b :web）

この勧告により、ILOは労働者の長時間労働を抑制しつつ、労働賃金を担

保するため、「余暇時間の確保」という視点を用いて「労働者の権利保護」を

示した。その背景として、第 1次世界大戦の主戦場となったヨーロッパにお

いて、各国の主要都市が焦土化し、各国は経済復興のための産業に力を注い

でいたことがあげられる。そのため、その担い手である労働者に過重な負担

が生じ、社会として労働者の権利保護の必要性が叫ばれ、可及に国際的な労

働者の権利保護が求められた（ILO ,n.d. a: web）。また、同時期の 1922年、

労働者主体の革命によって設立されたソビエト社会主義共和国連邦（以後

「ソビエト」）の影響による社会主義の拡大は、その主体となった労働者の主

張を看過できない状況であったことも考えられる。

一方、IOCの支援に関しては、第 1次世界大戦直後の 1920年の第 7回ア

ントワープ・オリンピックは資金不足から施設が不充分であっただけでな

く、入場料が高すぎて労働者に人気のある競技でさえも観客が殆どいないと

いう事態が起こり、ブルジョア階級のための大会と評され、一般大衆は殆ど

興味を持たなかったと酷評された（Goldblatt, 2016=2018: 89-94）。また、そ

れまでの大会において、肉体労働等の従事者には、オリンピックの参加資格

が与えられないという厳格なアマチュア主義（思想）が貫かれていた。しか

し、本勧告の 2年前、1922年の IOC 理事会において、アマチュア資格が規

定化され、厳格なアマチュア主義から解放された多くの労働者の参加が可能

となった（Boykoff, 2016=2018: 41-45）。さらに、勧告同年には第 8回パリ・

オリンピックが控えていた。IOC会長のクーベルタンは、大会後に会長を退

くことを公言しており、母国で 2回目の開催を成功させ、自らの花道とした

かった。1900年の第 2回パリ・オリンピックが万国博覧会の展示の一部とし
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て扱われたこともあり、クーベルタンの積年の思いもあった（Goldblatt, 

2016= 2018: 100-101）。

そのため、ILOの主張する「労働者の余暇時間の確保」、すなわち「労働

者」に対する IOCの支援は、「オリンピックの理想にもとづくスポーツ空間

（以後「IOCのスポーツ空間」）」を確保し、IOCの存続、ならびにクーベルタ

ンの威信を顕示し、IOCのガバナンスのために必要不可欠な支援であったと

考えられる。

このように、ILOは、第一に「労働者の余暇時間の確保」、第二に「労働者

の健康と体力強化」のための「余暇時間のゲームやスポーツの奨励」、IOCは

労働者の支援による「競技者と観戦者の確保」の視点が一致した。これに

よって、「IOCのスポーツ空間」とも共通する「人権にもとづくスポーツ空

間」が創出されたことがみられる。

1－2．第 2次世界大戦後のUNESCOによるスポーツ空間の創出

第 2次世界大戦の戦後処理中の 1945年に設立された UNESCO 2）（United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization：国際連合教育科学

文化機関）により、1950年代初頭から「身体教育 3）とスポーツは健康とそ

の価値の継承を育む手段」（UNESCO, n.d. a :web）とした UNESCOによるス

ポーツ空間が創出された。さらに UNESCOは、このスポーツ空間を拡大す

るために以下の国際メカニズムを創設した。

1976年に第 1回 MINEPS（International Conference of Ministers and Senior 

Officials Responsible for Physical Education and Sport：身体教育・スポーツ担

当大臣ならびに上級官僚会議）をパリで開いた（UNESCO, n.d. b :web）。そ

の 2年後の 1978年、創設時の「UNESCO憲章」にみられる普遍的な精神に

加えて、「身体教育とスポーツの実践は全ての人々の基本的権利である」

（UNESCO, n.d. c :web）という文言を加えた改訂を行った。

また、同年には、「スポーツの役割と価値ならびに公共政策との関連性を
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促進すること」を目的として、CIGEPS（Intergovernmental Committee for 

Physical Education and Sport：身体教育とスポーツのための政府間委員会）

を設立した（UNESCO :前掲 web. c）。UNESCOは MINEPSをきっかけとし

た CIGEPSの設立によって、スポーツと身体教育の分野で、各国政府の関与

による政策促進を企図していたことが伺える。その後、1997年の UNESCO

総会では、これまで CIGEPSの唯一のプラットホーム（会議）であった

MINEPS 4）を常設評議会へと昇格させ、常態的な国際プラットホームをつ

くった（UNESCO :前掲 web. b）。このように、UNESCOによって「スポー

ツは人権にもとづく活動」（UNESCO,前掲 web. c）としたスポーツ空間が創

出され、国際社会に拡がっていった。

ここまでにおいて、IOCと UN機関によるスポーツ空間の創出はみられる

が、UNの直接的関与は確認できない。おそらく、第 2次世界大戦中に設立

された UNにとって、1991年のソビエト消滅までの間、紛争や戦争の解決を

目的としたグローバルなガバナンス組織としての存在意義を問われ続けた

時代であったことが理由と考えられる。次章では、東西冷戦終結以降の UN

と IOCを中心としたスポーツ空間の考察を進めたい。

第 2章　  UNとIOCにみられる東西冷戦終結以降のスポーツ空間の創成
―UNのグローバルなガバナンスにおけるスポーツ空間の顕
在化プロセス―

本章では、1989年の東西冷戦終結以降からMDGs達成年の 2000年までの、

UNと IOCを中心としたスポーツ空間の創成の考察を試みる。IOCの働きか

けにより UNのグローバルなガバナンスにスポーツを組み込むことが議論さ

れ、「オリンピック休戦」や「オリンピックの理想」と UNの理念との整合性

を確認していく過程からスポーツ空間が創成されていく、「UNのグローバル

なガバナンスにおけるスポーツ空間」の顕在化プロセスに着目したい。
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2－1．ミレニアム宣言にみられるUNと IOCによるスポーツ空間の創成

UNは 2000年 9月に「ミレニアムサミット」を開催し、その中で「ミレニ

アム宣言」として、目標達成を 2015年に設定し、MDGs（ミレニアム開発目

標）の 8項目を発表した（UNDP :前掲 web. a）。スポーツに関しては、ミレ

ニアム宣言の追記の第 2章（平和、安全と軍縮）、全文の中では 10項目に以

下の記述がみられる。

我々は、加盟国に対し、現在および将来において、個別的にも集団的

にもオリンピック休戦を遵守し、スポーツおよびオリンピックの理想を

通じて、平和と人間の理解を促進する IOCの取り組みを支援することを

要請する（UN, 2000 :UN/A/RES/55/2）

上記の文脈では、「スポーツおよびオリンピックの理想」を通じて、UNの

目的、「平和と人間の活動の理解」に向けて活動する組織が IOCであると理

解される。そして、UNが IOCに対する支援を国際社会に向けて公言したの

は、この「ミレニアム宣言」以外ではみられない。しかしながら、なぜ多く

の国際スポーツ競技統括組織があるなかで、UNは IOCを支援することを公

言することとなったのであろうか。そこで、「ミレニアム宣言」までにみら

れるスポーツ空間を、UN総会（以後「総会」）の議論を中心に追いかけてみ

たい。

スポーツが明確に UNのアジェンダとなったのは、1993年 10月の第 48回

総会「スポーツを通じた平和でより良い世界の構築」である。IOC設立 100

周年にあたる 1994年を、UNによる「国際スポーツとオリンピックの理想の

年」とする要望を IOCより受け、その決議に始まる。また、同総会では、「オ

リンピック休戦」を古代ギリシャの休戦協定「エケケリア（Ekecheria）」の

復興であるとの解釈を定め、ブトロス・ブトロス＝ガーリ（1992/1/1就任－

1996/12/31退任）UN事務総長（以後「事務総長」）から「オリンピック休戦
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の宣言」に関わる IOCの活動への協力が加盟国に通達された（UN, 1993b 

:A/48/L.9/Rev.1）。

その後、1994年 12月の第 49回総会では、第 48回と同じアジェンダの中

で、同年の「国際スポーツとオリンピックの理想の年」における IOCの活動

に対する謝辞と、「オリンピックの理想」「スポーツと文化を通じて、人類の

調和的発展を推進するため、特に世界の若い世代における国際理解を促進す

る」という理念を評価し、次回の第 50回総会では、「スポーツを通じた平和

でより良い世界の構築」から、「スポーツとオリンピックの理想を通じた平

和でより良い世界の構築」へ、「オリンピックの理想」を追加したアジェン

ダへと暫定的に変更する決議がなされた（UN, 1994 :A/49/L.46）。

また、1995年 11月の第 50回総会では、次々回の第 52回総会において「ス

ポーツとオリンピックの理想を通じた平和でより良い世界の構築」とするア

ジェンダ、さらに、2年毎に夏冬のオリンピック開催前までに議論をするこ

とが決議された（UN, 1995 :A/50/L.15）。

その後、1997年 1月 1日に就任したコフィー・アナン事務総長の元での初

めての総会（第 52回：同年 11月）が行われ、IOCが全オリンピック会場に

おいて UN旗の掲揚を決定したことを讃え、第 54回総会から「スポーツとオ

リンピックの理想を通じた」というアジェンダにて、2000年に行われる第

27回シドニー・オリンピック開催の前までにアジェンダに関する議論が行わ

れることが決議された（UN, 1997 :A/52/L23/Rev.1）。

さらに、1999年の第 54回総会では、前述（1-2）の IOCと UNESCOによ

る共同会議「平和文化のための教育とスポーツに関する会議」（1999/7/5－7：

パリ）を追記して特別に評価した（UN, 1999b :A/RES/54/34）。このように、

第 49回（1994）、第 50回（1995）、第 52回（1997）、本第 54回総会決議に

おいても、IOCが、開発、人道支援、環境保護、健康、文化・教育に関する

UN機関である UNDP（国際連合開発計画）、UNHCR（国際連合難民高等弁

務官事務所）、UNEP（国際連合環境計画）、WHO（世界保健機関）、UNESCO
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との共同事業を行っていることを明らかにしている（UN, 1999a :A/54/L26）。

すなわち、UNは、UN機関を含めた UNのグローバルなガバナンスにおい

て、これらを徐々に包摂しながら「UNのスポーツ空間」を創成させ始めて

いた。そして、スポーツの存在が「ミレニアム宣言」に成文化され、スポー

ツ空間が顕在化されたことは、この一連の流れからも、違和感や突発性を感

じさせない空気を醸成していた。また、「ミレニアム宣言」にはもう一つの

意味が含まれていることがみられる。それは、「UNのグローバルなガバナン

スにおけるスポーツ空間は IOCである」との示唆でもあった。

しかし、ここで指摘されるのは、「ミレニアム宣言」にみられるスポーツ

空間の視点はUNであり、IOCを指すものである。これまでの ILOやUNESCO

による「人権にもとづくスポーツ空間」、その空間と親和性の高い「IOCのス

ポーツ空間」と「UNのグローバルなガバナンスにおけるスポーツ空間」（以

後「UNのスポーツ空間」）には温度差がみられながらも、「UNのスポーツ空

間」は IOCに依存し、IOCも「UNのスポーツ空間」に包摂されながらも、

その存在を担保する相互依存の関係が明らかにみえる。

2－2．  MDGs達成年までにみられるUNと IOCによるスポーツ空間の形成1

－アナン事務総長在任期

2001年 2月にコフィー・アナン事務総長は、アドルフ・オギ（Adolf, Ogi）

元スイス連邦大統領（在任 1993,2000）を “Special Adviser on Sport for 

Development and Peace（開発と平和のためのスポーツ特別アドバイザー：以

後「特別アドバイザー」）“ に任命した 5）。その使命は「UNとスポーツ関連

組織の関係性強化」「『開発と平和の促進』に導入可能なスポーツ組織による

プログラムの特定」であった（UN, 2001 :web）。

翌 2002年、同事務総長は「開発と平和のためのスポーツに関する国際連

合関連機関横断的タスクフォース」を招集し、UNのシステムにスポーツを

取り込んだ活動の検討を始めた（UN, 2003a :1）。2003年には「第 1回スポー
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ツと開発に関する国際会議」がスイスのマグリンゲンで開催された。この会

議は、スポーツ連盟、政府、UN・UN機関、メディア、アスリート、ビジネ

ス機関、社会活動家などが参加した。「スポーツと開発」に関する初のハイ

レベル層の国際会議であった。また同年には、「ネクスト・ステップ（Next 

Step）」と命名された、初の「スポーツを通じた開発に関する国際専門家会

議」がアムステルダムで開催された。この会議は、前述のマグリンゲンでの

会議とは異なり、主に実務家を対象とするものであった（Right to Play, 2004: 

23）。

さらに、2002年ソルトレークシティ・オリンピック（冬）、2004年アテ

ネ・オリンピック（夏）の両大会期間中に、「開発と平和にむけたスポーツ

の力の活用」をテーマとした「スポーツと開発のためのラウンドテーブル・

フォーラム」が開催された（Right to Play, 2004: 24）。本フォーラムは、前出

の第 50回総会決議（A/50/L.15）を踏まえて、「スポーツと開発」に関する会

議をオリンピック開催と同期させ、「MDGsの達成に関わるスポーツの可能

性」を検討する会議体であった。各国を代表する政治指導者や開発に関する

国際的専門家が一堂に会した。50ヶ国と 9の UN機関、スポーツ団体が参加

したこのフォーラムは、「開発と平和にむけたスポーツの活用」の新たな政

策枠組みを構築する SDPIWG（Sport for Development & Peace International 

Working Group：開発と平和のためのスポーツ国際ワーキンググループ）に

発展することとなった（SDPIWG, 2008 :Ⅶ）。

2005年になると、既に 2003年 11月の第 50回総会で決定していた「スポー

ツと身体教育の国際年（International Year of Sport and Physical Education：

IYSPE」（UN, 2003b :A/RES/58/5）を迎え、事務総長は、各国政府や UN機関、

国際スポーツ競技統括組織などへ、MDGs達成のための「スポーツの手段的

活用」の促進を通達した（UN, 2006）。

本稿 2－1．ならびに上述のように、「ミレニアム宣言」によって顕在化し

たスポーツ空間は、「UNのスポーツ空間」と「IOCのスポーツ空間」との相
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互依存関係であった。また、「UNのスポーツ空間は IOCである」であるとの

宣言に含まれた、UNのグローバルな空間への包摂を意味するものでもあっ

た。しかしながら、2001年にオギが特別アドバイザーとして登用されたこと

には、「ミレニアム宣言」とはさらに異なる意味が含まれている。

ここからは、Chappelet Jean-Loup and Kübler -Mabbot Blenda（2008）によ

るオギ登用の論考を参考にしたい。IOCは、1915年以来、スイス連邦共和国

（以後「スイス」）のローザンヌに本部を置き、スイス法の下において非政府

組織活動を行うスイスの法人である。1970年代に IOCが度重なる要請をし

た結果、1981年 9月 17日、スイス議会（政府）は、IOCが「国際機関とし

ての特別な性格」を持つことを承認し、2つの特権を与える政令を発行した。

IOCの収入に対する直接税免除と国籍に関係なくスタッフの採用を可能にし

た（Chappelet and Kübler -Mabbot, 2008: 107）大きな特権であった。

しかしながら、1999年に 2002年のソルトレークシティ・オリンピック招

致をめぐる贈収賄スキャンダル 6）が起こり、IOCは付加価値税（VAT）の免

除申請をスイス議会で否決され、その他の特権も無くなる可能性が生じた。

この失策によって立場が危うくなった IOCに対して、2000年にスイスの大

統領に就任したオギは、IOCの立場の改善を約束した。そして、同年 11月 1

日、IOCはスイス政府と「スイスにおける国際オリンピック委員会の地位に

関する協定」を締結することとなった。

この協定のポイントは以下の 5点にまとめられる。まず第 1に「双方が対

等な立場として、交渉による内容変更が可能（1年前に通告すれば撤回も可

能）」、第 2に「紛争裁判所はスイスである必要がない」、第 3に「IOCの既

存の特権だけでなく、関連財団や年金基金にも特権を拡大」、第 4に「IOC発

行の証明書をスイス政府が承認し、職員や従業員に事実上の外交特権を付

与」、5点目は「スイス国外において外交ならびに領事による支援の確約」で

あった（Chappelet and Kübler -Mabbot, 2008: 108）。これらは、上述の 1981

年の政令に比べてさらに大きな特権が与えられたものであった。
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オギは、長年に渡ってスポーツ界と密接な関係を築いており、1997年には

国防省にスポーツを導入し、スイスのシオン冬季オリンピック立候補委員会

会長も務めていた（1999年の IOC投票で落選）。そして、なによりも 2000年

末の大統領任期終了後に、IOC委員になることを切望していた（Chappelet 

and Kübler -Mabbot, 2008: 108）。大統領の任期を終え、スイス政界から引退

をした 8ヶ月後、オギは IOC委員へ立候補した。しかしながら、アントニ

オ・サマランチ IOC会長（当時）や IOC理事会の支持にも関わらず落選した

のである（Chappelet and Kübler -Mabbot, 2008: 112）。その半年後にアナン事

務総長が UN特別アドバイザーに任命したのであった。

Chappeletと Kübler -Mabbotは「半年前に委員に選出しなかった IOC委員

へのリベンジを果たした」（Chappelet and Kübler -Mabbot, 2008: 112）と述べ

るが、この一連の流れを確認するならば、IOCの窮地を救い、更なる特権を

与えた最大の味方を失っただけで無く、最大の政敵を「UNのスポーツ空間」

に創出したとも言い換えられよう。オギはその後、国家レベルで行って来た

スポーツへの貢献活動と同様の情熱を持って、各国政府や UN機関と調整・

協働を行い、上述にみられる「UNのスポーツ空間」に関する重要なシステ

ムの全てを作り上げた（Chappelet and Kübler -Mabbot, 2008: 113）。

すなわち、UNによるオギの特別アドバイザー指名は、「UNとスポーツに

関わる組織との関係性強化」「『開発と平和の促進』に導入可能なスポーツ組

織によるプログラムの特定」と言う目的を掲げつつも、IOC以外のスポーツ

空間への接近を間接的に示したことがわかる。IYSPEを迎えて、事務総長に

よる各国政府や UN機関、国際スポーツ競技統括組織などへ、MDGs達成の

ための「スポーツの手段的活用」の要請をしたのは、実質的にはオギであっ

たことからも、翻って、特別アドバイザー制度による「IOC以外の『他のス

ポーツ空間』」（以後「他のスポーツ空間」）への拡大と包摂を示唆している。

一方で UNは、2004年のアテネ・オリンピック開催期間中に「開発と平和

にむけたスポーツの力の活用」としたラウンドテーブル・フォーラムを開催
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し、その後、UNの政策構築のために「開発と平和にむけたスポーツの活用」

をテーマとした SDPIWGに発展させた。すなわち、「ミレニアム宣言」で顕

在化させた IOCとの相互依存関係も同時に顕示している巧みさがみられる。

アナン事務総長の在任中（1997/1/1－2006/12/31）、「UNのスポーツ空間」

を顕在化させ、「ミレニアム宣言」によって「UNのスポーツ空間は IOCであ

る」と国際社会に示唆しつつも、オギの特別アドバイザー指名によって、UN

におけるスポーツ空間は「IOCのスポーツ空間」だけではない「他のスポー

ツ空間」の存在も顕在化させ始めていることがわかる。

2－3．  MDGs達成年までにみられるUNと IOCによるスポーツ空間の形成2

－パン事務総長在任期

2007年 1月にパン・ギムンが事務総長に就任し、翌 2008年に MDGs達成

のための 3つの施策が発表された。第 1に特別アドバイザーであるオギ（2001

－2006）の後任として、ヴィルフリート・レムケ（2007/3/18就任）の任命、

第 2 に UNOSDP（The United Nations Office on Sport for Development and 

Peace ：国際連合開発と平和のためのスポーツオフィス）7）の設置、第 3に

スポーツ信託基金の創設であった（UN, 2008 :web）。特に、レムケの就任と

UNOSDPの設置は、UNのスポーツ空間に 2つの変容がみられる。

まず、UN政策を具現化するための特別アドバイザー制度延長と、その施

策の実務機関である UNOSDPの設置である。第 62回総会において、アナン

前事務総長同様、パン事務総長も MDGs達成のためには「UNのスポーツ空

間」の形成が重要であるとの見解を示し、UNOSDPの設置を「開発と平和の

ための手段としてのスポーツ」を推進する実務部局と明示したことである

（UN, 2008a :A/62/L.46 ; UN, 2008b :A/RES/62/271）。これまでの UNは、ILO、

UNESCOによる「人権にもとづくスポーツ空間」、IOCによる「IOCのスポー

ツ空間」との差異を曖昧にしながらもスポーツ空間を醸成してきた。しかし、

特別アドバイザー制度の延長と UNOSDP設置は、明らかに UNの掲げる
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MDGs達成のための「手段」として、スポーツ空間を形成することへと変容

させていることがみられる。

また、レムケの任命は、オギが「他のスポーツ空間」の存在を顕在化させ

たことを修整するためでもあった。それゆえに、「他のスポーツ空間」なる

ものは、「ヨーロッパのスポーツ空間」へと限定化が図られたことが伺える。

同氏は、ドイツのブレーメン州の内務・スポーツ担当上院議員、教育科学担

当上院議員を 19年間（1999-2008）努め、ヨーロッパのスポーツ空間に関わ

る専門的な知見を持っていた。さらに、「ヨーロッパのスポーツ空間」にお

いてフットボールは「特別な存在」8）であった。同氏は、そのヨーロッパの

トップレベル－世界のトップレベルとも言える－のフットボールクラ

ブであるWerder Bremen（ヴェルダー・ブレーメン）において、18年間に渡

るスポーツビジネスの豊富な経験があった（UNOSDP, n.d.）。

特に、1984年のロサンゼルス・オリンピック、1995年末の「ボスマン判

決（Bosman Case）」により、スポーツ空間における経済的要素の影響が拡大

した 9）。UNは、この経済的要素－スポーツビジネス－を加えたスポー

ツ空間の形成を模索し始め、「IOCのスポーツ空間」とは異なった「ヨーロッ

パのスポーツ空間」での豊富な経験を持つ特別アドバイザーを介して、「UN

のスポーツ空間」を直接的に形成し始めていることが伺える。すなわち、2000

年以降の UNには、MDGsの達成のために「いかにスポーツを利用（活用）

するか」という意図が明確となり、そのために IOC以外のスポーツ空間（ヨー

ロッパ）をも取り込み始めている。

このように、2007年のパン事務総長の就任以降、UNのグローバルなガバ

ナンスを達成するための「『手段』としてのスポーツ空間」の形成、「IOC以

外のスポーツ空間（ヨーロッパ）の取り込み」という 2つの変容が確認され

る。しかし、2009年を境目に、再び IOCが「UNのスポーツ空間」の中心に

位置し始める。この点について、以下で確認してみたい。

2009年 10月の第 64回総会にて、IOCが総会定常オブザーバーとなること
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が決議された（UN, 2009 :A/RES/64/3）。これによって IOCは、総会参加と政

策提案のための事前協議に参加する権利を得ることとなった（IOC, 2009 

:web）10）。すなわち、UNの政策と執行に大きく関与が可能となることによっ

て、「IOCのスポーツ空間」を保持するためには、UNのグローバルなガバナ

ンスの「手段」であることを受容する、ポリティカルなアリーナとしての空

間（以後「IOCのポリティカルな空間」と称す）を形成させ始めた。

そして、UN は 2013年 9月の第 67回総会にて、「スポーツの比類無き人気

と肯定的な価値基盤が、国際連合の目的とする『開発と平和の促進』に貢献

するために理想的な立ち位置にある」として、1986年に近代オリンピックが

ギリシアのアテネにおいて初めて開催された 4月 6日を、「開発と平和のた

めの国際スポーツデー（The International Day of Sport for Development and 

Peace ：IDSDP）」と定めた（UN, 2013 :A/RES/67/296）。翌 2014年、UNのガ

バナンスの中で「IOCのポリティカルな空間」がさらに鮮明となる。同年 4

月 28日、UNと IOCは相互協力のための覚書（Memorandum）を交わすと同

時に、パン事務総長は IOC会長を退任したばかりのジャック・ローへ 11）

（Jacques Rogge）IOC名誉会長（前会長；在任 2001-2013）を「青少年難民・

スポーツ特使」（Special Envoy for Refugees and Sport：以後「特使」）に任命

した（UN, 2014 :web）。そして再び、同年 11月に行われた第 69回総会のア

ジェンダ「教育、健康、開発と平和を推進する手段としてのスポーツ」では、

これまでの総会決議を確認しながらも 17項目に渡った方針を示し、各国の

政策にスポーツを反映させるように要請した。その第 8項に以下の文言が明

記された。

スポーツの独立性と自律性（independence and autonomy）、およびオ

リンピックムーブメント 12）を主導する（leading）国際オリンピック委

員会の使命を支持する（UN, 2014a: A/RES/69/6）。
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2007年のレムケの特別アドバイザー就任、ならびに UNOSDPの設置に

よって、UNは経済的要素を加味した「ヨーロッパのスポーツ空間」をも顕

在化させた。しかし、2009年、IOCに総会定常オブザーバー資格を与え、

2014年のローへ IOC名誉会長の特使任命と本総会における IOC支持の明示

は、「スポーツの独立性と自律性」の文言によって「ヨーロッパのスポーツ

空間」への配慮を抱かせながらも、「IOCのポリティカルな空間」の優位性を

匂わせ、両者のダイナミクスを巧に利用している姿が伺える。そこで、IOC

による本総会（第 69回総会）後のアナウンスメント（2014年 11月 4日）を

確認してみたい。

まず、このアナウンスメントのタイミングの問題が指摘される。UNの最

終決議は同年 10月 31日であり、その公式発表は 11月 11日（文章作成日は

同月 10日、前掲資料 2014a：A/RES/69/6）であった。本アジェンダ草案が 10

月 16日に提出され（UN, 2014b :A/69/L.5）、追加承認国を入れたものが 10月

31日の決議当日（UN, 2014c :A/69/L.5.ADD.1）であった。すなわち、本アナ

ウンスは UNの公開前に IOCが行ったということである。既決後とは言え、

UNより先に IOCによるアナウンスが可能であるのは、総会定常オブザー

バーである「IOCのポリティカルな空間」の優位性を持たせたものとみられ

る。この IOCの手法は後述する新事務総長就任前後（3-2、3-3）においても

同様の手法がみられる。

次に IOCのアナウンス内容である。これには UN決議の文脈を微妙に拡大

させていることがみられる。まず始めにトーマス・バッハ IOC会長は「ス

ポーツと政治の関係における歴史的な出来事として、この決議を大いに歓迎

します」（IOC,2014:web）と述べ、「IOCのポリティカルな空間」の中である

ことを明らかにし、以下に続けた。

「私たちは、スポーツの自律性（the autonomy of sport）を認めた上で、

政治的組織とパートナーシップを結ばなければなりません。国際連合と
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IOCの良好な関係は、この点において、国内オリンピック委員会と各国

政府との国レベルでの関係のお手本となります。このような政府との関

係においては、スポーツが常に政治的に中立であることが求められま

す」（IOC,2014,前掲 web）（下線は著者が加筆）

この文脈において、敢えて「スポーツの自律性」の文言を強調しつつ、UN

との関係性が強化されたことをアナウンスしている。さらに UNと IOCの関

係性は「IOCのスポーツ空間」にある国内オリンピック委員会（以後「NOC」）

だけでなく、政府へと拡大させた手本であるとの発言は、「UNのスポーツ空

間」において、IOCの現在地をアピールしたものと言えよう。つまり、「ヨー

ロッパのスポーツ空間」を意識した「牽制」の意図が明確に伺えるアナウン

スメントと捉えられる。この文面に続けて、バッハ IOC会長が、205の NOC

（2014年当時）の会長に書簡を送り、各国において「スポーツの自律」を強

化し、各国の政治指導者とのあらゆる対話の中で、UNの「ポスト 2015年開

発アジェンダ」の文脈において、スポーツに対して十分な配慮をするように

働きかけることを呼びかけたことを明らかにしている（IOC,2014,前掲web）。

これは、「UNのスポーツ空間」を創り出すのは IOCであるとの宣言とも捉

えられ、UNの「ポスト 2015開発アジェンダ」に関する発言は、「ヨーロッ

パのスポーツ空間」のみならず、UNとのスポーツ空間をめぐる闘争として、

「IOCのポリティカルなスポーツ空間」を最大限に顕示したものであるともみ

られる。

その後の IOCは、「IOCのスポーツ空間」によって、2008年北京オリンピッ

ク、2012年ロンドン・オリンピックを成功させ、UNのグローバルなガバナ

ンスにおいて重要な位置を占める中華人民共和国、ヨーロッパの主要国であ

る英国を「IOCのポリティカルな空間」にも包摂していった。前述の IOCに

よる 2014年のアナウンスメントを踏まえると、IOCが「UNのスポーツ空間」

の代弁者であるならば、UNにとって「IOCのポリティカルな空間」を利用



154 立命館大学人文科学研究所紀要（130号）

した間接的なガバナンスを「UNのスポーツ空間」として形成し始めている

ともみられる。

本章では、アナン事務総長在任期の「ミレニアム宣言」、MDGsから、その

達成年を迎えるパン事務総長在任期までの、UNと IOCのスポーツ空間の形

成過程をたどった。次章では、UNと IOCにみられる MDGs達成年以降のス

ポーツ空間の考察をすすめる。

第 3章　  UNと IOCにみられるスポーツ空間をめぐる闘争 
―新事務総長就任期にみられるUNのガバナンスとマネジメ
ントの攻防―

本章では、SDGsの提示からとグテーレス事務総長就任期のスポーツ空間

をめぐる闘争の分析を試みる。なかでも、アナン、パン両事務総長によって

「UNのスポーツ空間」が積極的に形成されてきた後の、パン事務総長の退任

とグテーレス新事務総長の就任をめぐって、UNと IOCの間でのスポーツ空

間をめぐった闘争に着目して分析を進めたい。

3－1．SDGs にみられるUNと IOCのスポーツ空間の位相

MDGsの達成目標年、2015年に行われた第 70回総会において、「ポスト

2015の開発（到達目標 2030年）」として、17項目の SDGsと 169の細目が

採択された（UN, 2015: A/RES/70/1）。

1989年の東西冷戦終結以降、UNが主導してきた「環境と開発に関するリ

オ宣言」（1992）、「人口と開発に関する会議による行動計画」（1994）、「世界

社会開発サミット」（1995）、「北京行動プラットフォーム」（1995）、「世界社

会開発サミットとその後（UN総会第 24回特別会期）」（1995）、「持続可能な

開発に関する世界サミット」（2002）などの「持続可能な開発」に関する議

論を集約したものが SDGsである。言い換えると、「人類に関わる全ての課
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題」の解決目標が SDGsと言えよう（UN, 2015: A/RES/70/1: para.11）。この

SDGsにおいて、スポーツは以下のように示された。

スポーツもまた、持続可能な開発を実現するための重要な手段

（enabler）である。私たちは、寛容さと敬意の促進による開発と平和の

実現へのスポーツの貢献が増大していることを認識し、女性、若者、個

人、地域社会（communities）のエンパワーメント、健康、教育、社会

的包摂の目的に対して貢献していることを認識している（A/RES/70/1 

:para.37）。

たしかに、2000年の「ミレニアム宣言」にも、「スポーツおよびオリンピッ

クの理想を通じて」とスポーツが「開発と平和」のために貢献することが示

唆されてはいた。しかし、宣言の性格は、「オリンピック休戦」ならびに「オ

リンピックの理想」と「開発と平和」への親和性を強調し、結論的には IOC

への支援表明であった。そのため、「UNのスポーツ空間」を明示したもので

はなく、むしろ UNの描くスポーツ空間は IOCということを明示しながら

「UNのスポーツ空間」に対しては曖昧さを残すものであった。

しかし、この SDGsにおける UNの描くスポーツ空間は「持続可能な開発

と平和の実現者」、すなわち「持続可能な開発と平和を実現するための手段

（enabler）13）」が「UNのスポーツ空間」であることを明らかにしたものとい

えよう。なぜなら、SDGsの決議には、「オリンピックの理想」を具現化する

主体が IOCであるとする「IOCのスポーツ空間」とは異なるスポーツ空間が

垣間見えるからである。この点について、さらに以下で検討を進めたい。

3－2．パン事務総長退任にみられるスポーツ空間をめぐる闘争

UNはUNのグローバルガバナンスにおいてスポーツの利用価値を見出し、

まず、アナン前事務総長（1997-2006）の在任中に、IOCによる「オリンピッ
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クの理想」を受容した MDGs（2000）、その後の特別アドバイザー制度（2001）

によってスポーツ空間を創成した。つぎに、パン事務総長（2007-2016）の

在任中に、特別アドバイザー制度の延長、UNOSDPの設置（2008）、IOCの

UN総会定常オブザーバー承認（2009）、青少年難民・スポーツ特使の任命

（2014）、SDGs（2015）によって、「UNのスポーツ空間」を形成した。この

ように、過去 20年に渡って 2人の事務総長によって「UNのスポーツ空間」

が顕在化された。

2016年末に任期を終えるパン事務総長は、その年の 7月 21日、第 71回総

会に「開発と平和のためのスポーツ：スポーツによる持続可能な開発と平和

の実現に向けて」と題したレポートを提出した（UN, 2016a :A/71/179）。その

会期終盤の 12月 13日 14）、再び「教育、健康、開発、平和を促進させる手段

としてのスポーツ」がアジェンダとなり（UN, 2016c :A/71/L.38）、約 1ヶ月

後の 2017年 1月 19日に追加決議された（UN, 2017 :A/RES/71/160）。

この事務総長レポートは「UNのスポーツ空間」の形成過程の総括であっ

たが、総会アジェンダの内容は、これまでのスポーツ政策の再確認であり、

新たな提言がみられるものではなかった（A/71/L.38= A/RES/71/160）。しか

し、UNのガバナンスにおいて、スポーツ空間のダイナミズムを確認するた

めに極めて重要な意味を持っていることが以下に指摘される。

「UNのスポーツ空間」の形成過程の総括をおこなったパン事務総長の 2016

年末の退任にともない、同年 10月 6日、安全保障理事会はアントニオ・グ

テーレスを次期事務総長候補者として総会に推薦した（UN, 2016b :A/71/

L.4）。それを受けた 10月 13日の総会にて、2017年 1月 1日より同氏が第 9

代事務総長となることが可決された（UN, 2016 :web）。

確認であるが、UNのガバナンスにおいて、政策決定権は総会にある 15）。

事務総長は各委員会から提出される政策案の調整役であり、政策決定後は具

現化のための施策（マネジメント）の最高執行責任者である。対外的には紛

争解決や政策執行の前面に立つことが職責である。これまでの UNにみられ
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るスポーツ空間の形成過程では、マネジメントの最高責任者として、政策執

行に必要とされる実務部局の設置や、事務局、理事会事務部門、補助機関事

務局等の人事権を行使していた 16）。

たとえば、特別アドバイザー制度は事務総長付き（もしくは「事務総長

の」）であり、UNOSDPは実務部局の設置、その人事は事務総長の専権事項

として行われた。これまでは UNにおけるスポーツ空間の顕在化と形成に積

極的な施策がとられていた。しかし、これらは事務総長の裁量権でスポーツ

空間を消滅させる可能性があったことをも示唆するものでもある。

さて、事務総長に就任したグテーレスは、ポルトガル国会議員（1976-

1993）、ポルトガル首相（1995-2002）、欧州評議会議員（1981-1983）、欧州理

事会議長（2000）を経て、UNHCR高等弁務官（2005-2015）を務め、EU全

体の代弁者を務めてきた（UN, n.d. c :web）。そして、特別アドバイザーで

あったオギやレムケを超えて、アムステルダム条約（1997）における「ス

ポーツに関する宣言」策定にも関与し、「EUにおけるスポーツ空間」の当事

者であり、UNのガバナンスにおける中心人物の 1人であった。

一方、IOCは、UN機関に「IOCのスポーツ空間」を創生させ、ミレニア

ム宣言（MDGs）にて UNからの支援を得た。しかし、その後の特別アドバ

イザー制度により「ヨーロッパのスポーツ空間」が組み込まれ、MDGsの達

成年に出された SDGs（A/RES/70）では、「UNのスポーツ空間」は UNのグ

ローバルなガバナンスにおける「IOCのポリティカルな空間」へと変容した。

このようなスポーツ空間の変容に直面してきた IOCにとって、EU加盟国の

元首相、元欧州理事会議長として EUにおけるスポーツ空間を形成してきた

グテーレスが、次期事務総長に就任することによって、「ヨーロッパのスポー

ツ空間」との「牽制」を超えて、「EUのアイデンティティにもとづくスポー

ツの空間（以後「EUのスポーツ空間」）」17）との闘争が加わる可能性が浮か

び上がり、「IOCのポリティカルな空間」に大きな変化が訪れるかもしれない

という危機感が無かったとは言い難い。その危機感は、2016年 12月 7日、
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13日、16日、2017年 1月 19日の第 71回総会決議（追加含む）にて、UN

における「スポーツ空間の確認」という新規性も具体性もない決議に関する

一連の混乱が示している。

そこで、グテーレス就任直前の 2016年 12月 16日の IOCの発表、その中

のバッハ IOC会長のコメント（以後「2016コメント」）（IOC, 2016 :web）を

確認したい。

IOCはこの決議（第 71回総会決議）を歓迎するとともに、社会変革

をもたらすスポーツの力を信頼して頂いた国連とその加盟国に感謝し

ます。－（中略）－　今回の決議は、スポーツを通じてより良く、より

平和な世界に貢献するという共通の価値観に基づく、IOCと国際連合の

緊密な協力関係のもう一つの表れです（IOC, 2016 :前掲 web）。

前述したように、IOCは 2009年から総会定常オブザーバーである。しか

も、総会アジェンダのための事前調整や議場への参加が可能となっている唯

一の国際スポーツ競技統括組織である。スポーツや IOCに関わるアジェンダ

に関しては事前調整に加わる。そのため、決議に対して IOC会長が特別にコ

メントを出すことは異例である。しかし、新規性も具体性もない本決議に対

して、あえて UNとの「緊密な協力関係」という文言を加えて IOCがコメン

トをしたことは、2014年の SDGsの発表前年の「ヨーロッパのスポーツ空間」

に対する「牽制」と同様の手法（本稿 2-3）を用いており、その危機感の大

きさが伺える。

すなわち、本決議の意図は、IOCの危機感から、UNのガバナンスによっ

て、これまでの UNにおけるスポーツ空間を担保することを、新事務総長の

マネジメント（施策執行）に対して方向づけることであった。換言すると、

UNにおける IOCの位置づけをガバナンスから確定させ、新たな事務総長に

よるマネジメントへの「抑止」と言えよう。さらに、「2016コメント」によっ
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て、「UNのスポーツ空間は『IOCの空間』である」ことを既成事実化し、そ

の空間は不可逆的であることを、国際社会、「IOCのポリティカルな空間」に

明示し、さらに就任前の新事務総長へ「抑止と牽制」を行ったのであった。

3－3．グテーレス事務総長による新たなスポーツ空間の発生

2017年 5月 4日、グテーレス事務総長は「国際連合と IOCのトーマス・

バッハ会長との間で両組織による直接のパートナーシップを確立すること

で合意した（UN, 2017a :web）」と発表した。同時に、「UNOSDPの閉鎖は同

年 4月 30日に遡って執行され、その後の業務は Department of Economic and 

Social Affairs（DESA：国際連合経済社会局）が引き継ぐ（UN, 2017b :web）」

ことも発表された。

これにより UNは、IOC傘下の 206（2017年時点）の NOC、国際スポーツ

競技連盟に対して UNのガバナンスを浸透させることができるようになっ

た。一方、2008年、パン前事務総長の時代に事務局傘下の実務部局として

「UNのスポーツ空間」の形成のために創設され、会議やサミット、プログラ

ム開発などの中心部局であった UNOSDPは、事務総長交代後、半年を待た

ずして閉鎖された。ここにはグテーレス新事務総長による裁量権の発揮だけ

ではないものがみえてくる。それは、UN発表翌日の 5月 5日、バッハ IOC

会長の以下のコメント（以後「2017コメント」）とその発表文面にて明らか

となる。

私たちは、この国際連合との直接的なパートナーシップの大きな可能

性に熱意を持って取り組んでおり、アントニオ・グテーレス国際連合事

務総長のイニシアチブに感謝しています。これにより、社会におけるス

ポーツの地位がさらに強化され、国際連合の『持続可能な開発目標』に

掲げられている『持続可能な開発の重要な実現者（enabler）』として、

スポーツがその役割を果たすことができるようになります。「この直接
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のパートナーシップは、『スポーツの独立性と自律性、そしてオリンピッ

クムーブメントをリードする IOCの使命を支持する』という国際連合決

議に完全に沿ったものです」とトーマス・バッハ会長は述べています

（IOC, 2017 :web）。

「2016コメント」と「2017コメント」を比較すると、文意に違いは無く、

「2016コメント」に SDGsを加えたものが「2017コメント」と言っても過言

ではない。この「2017コメント」と同じ IOC発表の文面において、グテー

レス事務総長が就任間もない 2017年 1月に、バッハ IOC会長と会談を持ち、

前日の UN発表（UN, 2017a : 前掲 web）による両者間での直接的パートナー

シップに関して既に提案され、口頭での合意を得ていたことを明らかにして

いる。これによって、UNが IOC傘下の 206の NOCに直接アプローチができ

るようになり、UNOSDPとの並行作業を避けるためにその閉鎖を決定した

と、IOCが言及している（IOC, 2017 :前掲 web）。

この「2017コメント」によって、今後はこれまでの UNOSDPの役割を IOC

が担い、さらに SDGsを具現化させていくことを示すものでもあったことが

わかる。すなわち、IOCは、改めて SDGsの実現者として「UN機関化」され

ることが、新たな事務総長によって示されたのと同時に、これにより「IOC

のスポーツ空間」を担保しつつも「UNのスポーツ空間」を推進する「IOCの

ポリティカルな空間」も担保したことの明示でもあった。

このように、UNのスポーツ政策を早急に確認した第 71回総会決議、バッ

ハ IOC会長による「2016コメント」の意味が遡って理解できよう。これら

は一本の線で結びつけられるのである。つまり、IOCはこれまでの「UNの

スポーツ空間」の形成過程から、自らの位置づけに危機感を抱いていた。そ

こで、UN総会定常オブザーバーの立場から、事務総長によるマネジメント

を「抑止」し、UNのガバナンスを利用して自らの位置を担保したのである。

本章では、パン事務総長の退任とグテーレス新事務総長の就任前後をめ
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ぐって、UNのグローバルなガバナンスの「手段」としてのスポーツ空間、そ

こに大きな影響力を持つ「ヨーロッパならびに EUのスポーツ空間」に抗う

IOCの姿が浮き彫りとなった。「UNのスポーツ空間」は「IOCのスポーツ空

間」から「IOCのポリティカルな空間」へと変容し、そこには「EUのスポー

ツ空間」の存在が明らかとなり、スポーツ空間は UN、IOCとヨーロッパな

らびに EUの影が加わった闘争のアリーナと化している。

まとめにかえて

本稿では、UNならびに UN機関と IOCによって形成された「スポーツ空

間」をたどり、「スポーツ空間」をめぐる闘争のポイント（論点）を整理し

てきた。議論の到達点は各章末尾に示してきたが、ここでは、UNと IOCに

よる「スポーツ空間」をめぐる闘争から浮かび上がった「スポーツをめぐる

ガバナンス」の実態と「スポーツをめぐるガバナンスとはなにか」について

言及するにあたって、今後の検討課題を、以下の 4点にまとめたい。

＜ 1：スポーツのガバナンスにみられる逸脱と包摂＞

UNは「平和と社会の構築」を目的としたグローバルなガバナンスの組織

体として、MDGs、それを引き継いだ SDGsを提示した。この政策を推進す

る中で、スポーツ空間は「手段としてのスポーツの利用（活用）」として位

置づけられ、スポーツのガバナンスからの逸脱がみられる。さらに、IOCに

よる「IOCのスポーツ空間」の保持と「ヨーロッパならびに EUのスポーツ

空間」との闘争から、「UN機関化」する姿は、スポーツのガバナンスを保持

するが故に、他のガバナンスへと包摂されていく姿がみられる。

＜ 2：スポーツのガバナンスにみられる、主体ではない主体同士の相互依存＞

UNはグローバルなガバナンスの主体ではあるが、世界国家（ガバメント）
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ではない。1648年以降のウエストファリア体制 18）にもとづいた主権国家間

の約束（以後、同様の約束、条約、協定を総称して「協定」）がガバナンス

の拠り所である。しかし、この協定が全世界に効力（権力）を発揮している

ならば、近代以降の戦争や紛争は存在しないはずである。すなわち、ガバナ

ンスの主体である UNや IOCは、ガバメントでは無いが故に「主体ではない

主体」として相互依存の関係性によるガバナンスがみられる。

＜ 3：スポーツ空間にみられるガバナンスの脆弱性＞

IOCはスポーツによる国家の枠組みとは異なるグローバルなガバナンスの

主体であり、「オリンピックの理想」とその具現化のための「オリンピック

競技会開催」の正統性を前提としたガバナンスの主体である。UN同様に、

IOCもガバナンスを行う上で正統性の問題を抱えた、「主体であって主体では

ない」組織でもある。そのため、「オリンピックの理想」とは異なる思想に

もとづいたスポーツ空間（例えば、ヨーロッパや EUのスポーツ空間）に対

しての正統性は持ち得ないというガバナンスの脆弱性がみられる。

＜ 4：スポーツ空間とガバナンスの空間との乖離＞

＜ 1＞で指摘したように、スポーツのガバナンスを保持するが故に、他の

ガバナンスへと包摂されていく姿は、「オリンピックの理想」にもとづく「IOC

のスポーツ空間」とは異なった、「IOCのポリティカルな空間」が形成された

ことでもあった。すなわち、スポーツ空間とスポーツのガバナンスをめぐる

空間は、社会的意味空間として乖離していることがみられる。

本稿では、スポーツをめぐるガバナンスにおいて、マジックワードのよう

に論じられているガバナンス、すなわち「スポーツをめぐるガバナンスとは

なにか」という中心的命題を明らかにするための論点整理を行った。それは

国家間の協定にもとづく秩序に近しいものであるが、スポーツ空間をめぐる
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闘争から、ガバナンスの脆弱性も明らかとなり、ガバメントの様な権力によ

る一元的な統治とは異なるオルタナティブな解釈と分析の必要性があるこ

とが明らかとなった 19）。

最後に、本稿においては、UNと IOCの「スポーツ空間」の形成過程から、

スポーツをめぐるガバナンスの論点を考察したが、紙幅の関係上、両者とは

異なるスポーツ空間を持つヨーロッパならびに EUのスポーツ空間に関する

議論は行えなかった。本稿で述べてきたように UNと IOCの 2軸だけではな

く、ヨーロッパならびに EUという他の軸をも加えた視点からの考察が「ス

ポーツをめぐるガバナンス」の探究には必要となることが示されている。今

後の課題としたい。

＜註釈＞
１） ILOは国際機関と銘打つものの、当時の加盟国（各国労働者代表）は 9ヶ国（ベル
ギー、キューバ、チェコスロバキア、フランス、イタリア、日本、ポーランド、英国、
アメリカ）（ILO, n.d. a :web）であり、ほぼアメリカとヨーロッパ、特にフランス主導
による組織であった。

２） UNESCO は 1945 年、44 ヶ国によって International Charter of Physical Education, 

Physical Activity and Sport（UNESCO憲章）を採択したことに始まる。「人類の知的・
道徳的連帯の確立」によって二度と戦争を起こさないことを目的としている
（UNESCO, n.d. a :web）。

３） “Physical Education” は「体育」と訳されるが、わが国の「体育」の理解とは大きく異
なる。そのため本稿では、バイアスを限りなく少なくするために「身体教育」を使用
する。

４） MINEPSⅠ（パリ,1976）, MINEPS Ⅱ（モスクワ,1988）, MINEPS Ⅲ（プンタ・デル・エ
ステ /ウルグアイ,1999）, MINEPS Ⅳ（アテネ,2004）, MINEPS Ⅴ（ベルリン,2013）, 
MINEPS Ⅵ（カザン /ロシア,2017）で開催された。（UNESCO, n.d. d :web ; UNESCO, 

n.d. e :web）
５） 正式には “United Nations Secretary-General Annan Kofi as his Special Adviser on Sport 

for Development and Peace（UN事務総長付き開発と平和のためのスポーツ特別アド
バイザー）“ である。事務総長直轄の職位であり、開発と平和に関するスポーツ部門
を統括する職責である。

６） ソルトレークシティ・オリンピック招致委員会が IOC委員から票を得るために起こし
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た贈収賄事件。1988年 11月に発覚し、アメリカ合衆国上院特別委員会による調査で
は、総額 300万ドルにのぼる 137件の不正支出を発見した。その後、IOCは倫理委員
会等の再編による組織改革を行ったが、その改革の長は、さまざまな腐敗行為があっ
た時の責任者、当時の IOC会長アントニオ・サマランチであり不可解さを残すもので
あった（Boykoff, 2016=2018: 189-192）。この件については,Chappelet and Kübler 

-Mabbot（2008: 156-159）、Goldblatt（2016=2018: 342-350）がさらに詳しい。
７） UNOSDP: 国際連合開発と平和のためのスポーツオフィス。UN事務局傘下の部局。ス
イス連邦, ジュネーブにオフィスを持つ。

８） ベルギーの国際政治学者の Hans Bruyninckx（2012）は、丁度、レムケの就任前後の
ヨーロッパ内の状況からガバナンスを「今日のスポーツ界における急激な商業化・グ
ローバル化・多様な公的領域と深化する関係性、さらに、犯罪と醜聞の横行に対して、
公共政策の取り組み一般を表す言葉となってきている」と指摘した（Bruyninckx, 2012 

:112-114）。さらにベルギーのスポーツのガバナンス研究者である Geeraert ら（2013）
は、その典型例はヨーロッパのフットボール界であると、その特別性を指摘する。詳
細は行政学者の堀雅晴（堀 , 2017 :141-155）の論考を参照。

９） ボスマン判決（European Court of Justice, 1995 :C-415/93）によって、フットボール選
手は EU法の労働者に該当し、EU市民であれば就労の自由が担保された。従来のス
ポーツ選手の移籍金は損害補償金（損害賠償金）となり、自クラブへの引き留めの年
俸と、その賃金に乗じた移籍金は高騰し、ヨーロッパフットボールのみならず、全世
界的に市場が拡大した。詳細に関しては上田・山下（2014）を参照。

10） 決議には ”Decides to invite the International Olympic Committee to participate in the 

sessions and the work of the General Assembly in the capacity of observer” とある。議
決権はないものの、事前協議等（work）への権限（capacity）を付与している。

11） Roggeはベルギーのフラマン語圏 Gent出身の貴族であることを重視して読みを鑑み
ると、 ” R ” と ” G ”、特に ” GG ” の発音を日本語化するのは大変困難である。フラマン
語圏では「ローへ」「ホーへ」、フランス語圏では「ホーギュ」が近い。英語の場合も
「ローグ」であり、これまでの「ロゲ」という発音ではない。そのため本稿では上記な
らびに IOCでの通常発音である「ローへ」と表記する。

12） オリンピックムーブメント（Olympic Movement）とは、オリンピック創設以来のオリ
ンピズムを記すオリンピック憲章（Olympic Charter）によって以下に定義される。「オ
リンピックムーブメントのゴールは、オリンピズムとその価値にもとづいて実践され
るスポーツを通じて青少年を教育し、平和でより良い世界の構築に貢献することであ
る（Chapter1.1）」（IOC, 2020 :15）

13） “enabler” の日本語訳は、実現者、成功要因、他人の成功・目的達成などを可能にする
人・組織・要因・手段・道具・方法（英治郎 on the web Pro: https://eowp.alc.co.jp/

search?q=enabler）が用いられる。しかし、スポーツ社会学者の内海和雄が「2003年



165スポーツをめぐるガバナンスの再解釈に向けた論点整理

の国際連合決議（アジェンダ省略）（A/RES/58/3）以降は手段としての表記（means, 

tools, instruments, vehicle）が一般化する（内海 , 2016 :47）」と指摘するように、この
“enabler” も曖昧な表現ながら、「UNのための（に）」が含意されており、本稿におい
ては「SDGsの実現のための『手段』」と解釈して表記した。

14） A/71/L.38*（UN,2016 c）の総会提案は 12月 07日であったが、技術的な問題により 12

月 13日再提案された。その後、追加国を載せた A/71/L.38/Add.1（UN, 2016 d）とし
て、12月 16日にアジェンダとなった。

15） Charter of the United Nations（国際連合憲章）Article10。只し、安全保障理事会から
の勧告には必ず審議を行う特例事項がある。

16） Charter of the United Nations（国際連合憲章）Article97（最高責任者）、同 98（職責、
委任）、同 101（人事権）。事務部門、補助機関事務局等は全て事務総長による任命であ
る。

17） 欧州連合（European Union：以後「EU」）は 1999年 5月 1日発行のアムステルダム
条約（Treaty of Amsterdam）追加宣言「26. スポーツ宣言」において、「当会議（協定）
は、スポーツの社会的意義、特にアイデンティティの確立、人々をつなぎ合わせる役
割を強調する」（EU,1997: 136）と、ヨーロッパのアイデンティティを基盤としたス
ポーツの役割を宣言している。これは UNや IOCとも異なるスポーツの社会的意味空
間である。

18） 憲政史研究家の倉山満（2019）は「ミュンスター講和条約とオスナブリュック講和条
約という、1648年に締結された二つの条約を合わせたものがウエストファリア条約で
ある。条約締結後の世界の秩序がウエストファリア体制と呼ばれる（倉山 , 2019: 8）」
とし、主権国家の対等性（並立性）が確立され、現代の国際秩序の起点となった一連
の流れを指すとしている。

19） この点を分析する視座として、ドイツの社会学者ニクラス・ルーマン（Niklas Luhmann）
が現代社会を表した「頂点と中心のない社会」（Luhmann, 1981=2007 :18）と言う概念
が我々に今後の示唆を与えてくれる。つまり、UNも IOCもそれぞれがグローバルな
ガバナンスの「頂点であって頂点ではない」、「中心であって中心ではない」主体とし
て、迎合、抑止、牽制などを織り交ぜながら、他の主体を包摂している。すなわち、
「スポーツをめぐるガバナンス」とは、一元的な権力による統治の解釈とは異なる空間
から、さらなる分析が求められていると言えよう。
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